
報告第３４号  

 

   専決処分の報告のこと 

 

 次の件については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり令和７年１０月１５日専決処分をしたから、同条第２項の規

定により報告する。 

 

  令和７年12月３日提出 

 

兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 損害賠償の額を定めること及び和解のこと 
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専決第１６号  

 

   専決処分書 

 

 下記の件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により専決処分する。 

 

  令和７年10月15日専決 

 

兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 別紙のように、損害賠償の額を定め、及び和解すること 
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   損害賠償の額を定めること及び和解のこと 

 

 損害賠償の額を下記のとおり定め、これに伴う和解を行うものとする。 

 

記 

 

１ 損 害 賠 償 の 額  ３７６，０００円 

２ 損害賠償の相手方   

               

３ 損害賠償をする理由  市職員が運転する自動車が相手方車両に接触し、損傷を

与えたため 

             （加古川市平荘町里２０６番３地先 県道高砂加古川加

西線上） 
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◎参 考 

 

地  方  自  治  法  抜  す  い 

 

 （議会の委任による専決処分） 

第 180条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特

に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることが

できる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 

 

                  昭和43年３月29日 
専決事項指定のこと（        ） 

         可      決 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180条第１項の規定により次の事項について

は、これを市長において専決処分することができる。 

 

記 

１ …………………（省 略） 

～  

６ …………………（省 略） 

７ 目的物の価格が１件 150万円以下（交通事故に係るものにあつては、自動車損害

賠償保障法（昭和30年法律第97号）に規定する保険金額及び自動車損害共済総合業

務規程（平成16年社団法人全国市有物件災害共済会規程）に定める共済責任額の範

囲内）の調停及び和解（前項に規定するものを除く。）に関すること。 

８ １件 150万円以下（交通事故に係るものにあつては、自動車損害賠償保障法に規

定する保険金額及び自動車損害共済総合業務規程に定める共済責任額の範囲内）で

法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。 

９ …………………（省 略） 
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報告第３５号  

 

   専決処分の報告のこと 

 

 次の件については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり令和７年１０月１５日専決処分をしたから、同条第２項の規

定により報告する。 

 

  令和７年12月３日提出 

 

兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 損害賠償の額を定めること及び和解のこと 
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専決第１７号  

 

   専決処分書 

 

 下記の件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により専決処分する。 

 

  令和７年10月15日専決 

 

兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 別紙のように、損害賠償の額を定め、及び和解すること 
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   損害賠償の額を定めること及び和解のこと 

 

 損害賠償の額を下記のとおり定め、これに伴う和解を行うものとする。 

 

記 

 

１ 損 害 賠 償 の 額  ７７，０００円 

２ 損害賠償の相手方   

 

３ 損害賠償をする理由  市職員が運転する自動車が相手方のブロック塀に接触し、

損傷を与えたため 
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報告第３６号  

 

   専決処分の報告のこと  

 

 次の件については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり令和７年１０月２９日専決処分をしたから、同条第２項の規

定により報告する。 

 

  令和７年12月３日提出 

 

兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 損害賠償の額を定めること及び和解のこと 
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専決第１８号  

 

   専決処分書 

 

 下記の件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により専決処分する。 

 

  令和７年10月29日専決 

 

兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 別紙のように、損害賠償の額を定め、及び和解すること 
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   損害賠償の額を定めること及び和解のこと 

 

 損害賠償の額を下記のとおり定め、これに伴う和解を行うものとする。 

 

記 

 

１ 損 害 賠 償 の 額  ９７，８０１円 

２ 損害賠償の相手方   

 

 

３ 損害賠償をする理由  市職員による草刈作業時に、駐車中の相手方車両に損傷

を与えたため 

（加古川市尾上町長田５１９番地 加古川市立尾上小学

校敷地内） 
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                               報告第３７号  

 

   専決処分の報告のこと 

 

 次の件については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり令和７年１１月１７日専決処分をしたから、同条第２項の規

定により報告する。 

 

  令和７年12月３日提出 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕 

 

記 

 

 スポーツ交流館改修工事請負変更契約締結のこと 
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                               専決第１９号  

 

   専決処分書 

 

 下記の件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により専決処分する。 

 

  令和７年11月17日専決 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 別紙のように、スポーツ交流館改修工事請負変更契約を締結すること 
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   スポーツ交流館改修工事請負変更契約締結のこと 

 

 令和７年３月７日議案第３７号をもって議決を経た「スポーツ交流館改修工事請負

契約締結のこと」の契約内容の一部について、下記のとおり変更契約を締結するもの

とする。 

 

記 

 

４ 請 負 金 額 中  「１９５，６７９，０００円」を 

            「１９９，０６７，０００円」に改める。 

７ 契 約 保 証 金 中  「１９，５６７，９００円」を 

            「１９，９０６，７００円」に改める。 
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○写                   議案第３７号  

 

   スポーツ交流館改修工事請負契約締結のこと 

 

 スポーツ交流館改修工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１７

号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年２月20日提出 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

１ 工 事 名  スポーツ交流館改修工事 

２ 工 事 場 所  加古川市別府町東町１５７番地の２ 

３ 工 期  着工 契約の日の翌日から 

完成 令和８年２月２７日 

４ 請 負 金 額  １９３，０５０，０００円 

５ 契約不適合責任期間  工事目的物引渡し後２箇年 

６ 契約の相手方  加古川市志方町志方町７４２番地１ 

 株式会社ビリーブ 

  代表取締役 杉 本 建 太 

７ 契 約 保 証 金  １９，３０５，０００円 

８ 支 払 条 件 

（１）工事目的物完成後に請負金額の請求があったときは、請求を受けた日から４０

日以内に支払うものとする。 

（２）請負金額の１０分の４以内の前金払をすることができる。 

令 和 ７ 年 ３ 月 ７ 日 

原 案 可 決 
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（３）前金払をしたときは、工事の完成前に請負金額の１０分の２以内の中間前金払

をすることができる。 

（４）令和６年度の支払限度額は、０円とする。 

９ そ の 他 

建設工事請負契約書に定めるところによる。 
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                               専決第１５号  

 

   専決処分書 

 

 下記の件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により専決処分する。 

 

  令和７年８月19日専決 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 別紙のように、スポーツ交流館改修工事請負変更契約を締結すること 

○写  
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   スポーツ交流館改修工事請負変更契約締結のこと 

 

 令和７年３月７日議案第３７号をもって議決を経た「スポーツ交流館改修工事請負

契約締結のこと」の契約内容の一部について、下記のとおり変更契約を締結するもの

とする。 

 

記 

 

４ 請 負 金 額 中  「１９３，０５０，０００円」を 

            「１９５，６７９，０００円」に改める。 

７ 契 約 保 証 金 中  「１９，３０５，０００円」を 

            「１９，５６７，９００円」に改める。 
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◎参 考 

 

地  方  自  治  法  抜  す  い 

 

 （議会の委任による専決処分） 

第 180条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特

 に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることが

 できる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

 に報告しなければならない。 

 

                  昭和43年３月29日 
専決事項指定のこと（        ） 

         可      決 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180条第１項の規定により次の事項について

は、これを市長において専決処分することができる。 

 

記 

１ …………………（省 略） 

～  

４ …………………（省 略） 

５ 議会の議決を経た契約事項で、次に掲げる変更をすること。 

 (１) 契約金額の増減額が 500万円以内の変更をすること。 

 (２) 工期の変更をすること。 

 (３) 支払条件の変更をすること。 

６ …………………（省 略） 

～  

９ …………………（省 略） 
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                               報告第３８号  

 

   専決処分の報告のこと 

 

 次の件については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり令和７年１１月１７日専決処分をしたから、同条第２項の規

定により報告する。 

 

  令和７年12月３日提出 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕 

 

記 

 

 中部中学校屋内運動場外改修工事請負変更契約締結のこと 
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                               専決第２０号  

 

   専決処分書 

 

 下記の件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により専決処分する。 

 

  令和７年11月17日専決 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 別紙のように、中部中学校屋内運動場外改修工事請負変更契約を締結すること 
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   中部中学校屋内運動場外改修工事請負変更契約締結のこと 

 

 令和７年６月１７日議案第５０号をもって議決を経た「中部中学校屋内運動場外改

修工事請負契約締結のこと」の契約内容の一部について、下記のとおり変更契約を締

結するものとする。 

 

記 

 

４ 請 負 金 額 中  「１５１，０３０，０００円」を 

            「１５２，８５６，０００円」に改める。 

７ 契 約 保 証 金 中  「１５，１０３，０００円」を 

            「１５，２８５，６００円」に改める。 
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○写                   議案第５０号  

 

   中部中学校屋内運動場外改修工事請負契約締結のこと 

 

 中部中学校屋内運動場外改修工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、 

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例

第１７号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年６月３日提出 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

１ 工 事 名  中部中学校屋内運動場外改修工事 

２ 工 事 場 所  加古川市野口町良野８９０番地の１ 

３ 工 期  着工 契約の日の翌日から 

完成 令和８年３月１６日 

４ 請 負 金 額  １５１，０３０，０００円 

５ 契約不適合責任期間  工事目的物引渡し後２箇年 

６ 契約の相手方  加古川市東神吉町神吉１０８７番地の１ 

 大成工材株式会社 

  代表取締役 高 山 明 寿 

７ 契 約 保 証 金  １５，１０３，０００円 

８ 支 払 条 件 

（１）工事目的物完成後に請負金額の請求があったときは、請求を受けた日から４０

日以内に支払うものとする。 

（２）請負金額の１０分の４以内の前金払をすることができる。 

令和７年６月１７日 

原 案 可 決 
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（３）前金払をしたときは、工事の完成前に請負金額の１０分の２以内の中間前金払

をすることができる。 

９ そ の 他 

建設工事請負契約書に定めるところによる。 
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                               報告第３９号  

 

   専決処分の報告のこと 

 

 次の件については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり令和７年１１月１８日専決処分をしたから、同条第２項の規

定により報告する。 

 

  令和７年12月３日提出 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕 

 

記 

 

 （仮称）加古川中央こども園新築工事請負変更契約締結のこと 
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                               専決第２１号  

 

   専決処分書 

 

 下記の件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により専決処分する。 

 

  令和７年11月18日専決 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 別紙のように、（仮称）加古川中央こども園新築工事請負変更契約を締結すること 
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   （仮称）加古川中央こども園新築工事請負変更契約締結のこと 

 

 令和６年１２月２０日議案第９６号をもって議決を経た「（仮称）加古川中央こど

も園新築工事請負契約締結のこと」の契約内容の一部について、下記のとおり変更契

約を締結するものとする。 

 

記 

 

４ 請 負 金 額 中  「９８７，０３０，０００円」を 

            「９９２，０２０，７００円」に改める。 

７ 契 約 保 証 金 中  「９８，７０３，０００円」を 

            「９９，２０２，０７０円」に改める。 

 

- 28 -



○写                   議案第９６号  

 

   （仮称）加古川中央こども園新築工事請負契約締結のこと 

 

 （仮称）加古川中央こども園新築工事について、下記のとおり請負契約を締結する

ため、市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９

年条例第１７号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年12月４日提出 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

１ 工 事 名  （仮称）加古川中央こども園新築工事 

２ 工 事 場 所  加古川市加古川町西河原字流田７６番８ 

３ 工 期  着工 契約の日の翌日から 

完成 令和８年２月２７日 

４ 請 負 金 額  ９８７，０３０，０００円 

５ 契約不適合責任期間  工事目的物引渡し後２箇年 

６ 契約の相手方  加古川市野口町良野１５０６番地 

 前川建設株式会社 

  代表取締役 前 川 容 洋 

７ 契 約 保 証 金  ９８，７０３，０００円 

８ 支 払 条 件 

（１）工事目的物完成後に請負金額の請求があったときは、請求を受けた日から４０

日以内に支払うものとする。 

（２）請負金額の１０分の４以内の前金払をすることができる。 

令和６年１２月２０日 

原 案 可 決 
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（３）前金払をしたときは、工事の完成前に請負金額の１０分の２以内の中間前金払

をすることができる。 

（４）令和６年度の支払限度額は、３５，４４２，０００円とする。 

９ そ の 他 

建設工事請負契約書に定めるところによる。 
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                               報告第４０号  

 

   専決処分の報告のこと 

 

 次の件については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり令和７年１１月１８日専決処分をしたから、同条第２項の規

定により報告する。 

 

  令和７年12月３日提出 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕 

 

記 

 

 （仮称）剪定枝・草ストックヤード等整備工事請負変更契約締結のこと 
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                               専決第２２号  

 

   専決処分書 

 

 下記の件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により専決処分する。 

 

  令和７年11月18日専決 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 別紙のように、（仮称）剪定枝・草ストックヤード等整備工事請負変更契約を締結

すること 
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   （仮称）剪定枝・草ストックヤード等整備工事請負変更契約締結のこと 

 

 令和７年７月３０日議案第５４号をもって議決を経た「（仮称）剪定枝・草ストッ

クヤード等整備工事請負契約締結のこと」の契約内容の一部について、下記のとおり

変更契約を締結するものとする。 

 

記 

 

４ 請 負 金 額 中  「２１２，３００，０００円」を 

            「２１７，１９５，０００円」に改める。 

７ 契 約 保 証 金 中  「２１，２３０，０００円」を 

            「２１，７１９，５００円」に改める。 

８ 支 払 条 件 中  「令和７年度の支払限度額は、７６，４２８，０００円」 

を「令和７年度の支払限度額は、７８，１９０，２００円」

に改める。 
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○写                   議案第５４号  

 

   （仮称）剪定枝・草ストックヤード等整備工事請負契約締結のこと 

 

 （仮称）剪定枝・草ストックヤード等整備工事について、下記のとおり請負契約を

締結するため、市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（

昭和３９年条例第１７号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年７月29日提出 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

１ 工 事 名  （仮称）剪定枝・草ストックヤード等整備工事 

２ 工 事 場 所  加古川市平荘町上原４番地の１ 

３ 工 期  着工 契約の日の翌日から 

完成 令和８年１１月３０日 

４ 請 負 金 額  ２１２，３００，０００円 

５ 契約不適合責任期間  工事目的物引渡し後２箇年 

６ 契約の相手方  加古川市平岡町新在家２７７番地の２ 

 株式会社マルヤマ建設 

  代表取締役 丸 山 浩 司 

７ 契 約 保 証 金  ２１，２３０，０００円 

８ 支 払 条 件 

（１）工事目的物完成後に請負金額の請求があったときは、請求を受けた日から４０

日以内に支払うものとする。 

（２）請負金額の１０分の４以内の前金払をすることができる。 

令和７年７月３０日 

原 案 可 決 
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（３）工事の完成前に工事の出来高に応じ、１０分の９以内の部分払をすることがで

きる。ただし、この支払は、月１回限りとし、工事期間中５回を超えることがで

きない。 

（４）令和７年度の支払限度額は、７６，４２８，０００円とする。 

９ そ の 他 

建設工事請負契約書に定めるところによる。 
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